
者
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。）

　

こ
の
調
査
の
際
、
条
件
に
応

じ
て
土
地
の
分
筆
や
合
筆
を
行

う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、

土
地
所
有
者
の
方
が
自
分
で
変

更
な
ど
の
登
記
申
請
を
す
る
必

要
が
な
く
、
登
録
免
許
税
な
ど

の
費
用
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　

平
成
31
年
度
に

　
　
　
　
　
　

調
査
す
る
地
域

は
、
上
の
図
の
範
囲
で
す
。

①
ま
ず
、
土
地
所
有
者
の
方
は

　

自
分
で
境
界
杭
を
打
っ
て
く

　

だ
さ
い
。
そ
の
際
、
隣
接
し

　

て
い
る
土
地
の
所
有
者
と
必

　

ず
立
ち
会
っ
て
境
界
を
確
認

　

し
た
う
え
で
杭
を
打
っ
て
く

　

だ
さ
い
。
ま
た
、
自
分
の
所

　

有
地
内
で
あ
っ
て
も
、
田
と

　

畑
と
い
っ
た
よ
う
に
地
目
が

　

異
な
る
所
に
は
地
目
境
の
杭

　

を
打
っ
て
く
だ
さ
い
。

②
境
界
杭
の
設
置
完
了
後
、
現

　

地
調
査
を
行
い
ま
す
。
そ
の

　

際
、
土
地
所
有
者
の
方
は
正

　

し
い
調
査
が
で
き
る
よ
う
に

　

立
ち
会
っ
て
く
だ
さ
い
。

③
境
界
杭
の
確
認
が
終
わ
る
と
、

　

引
き
続
き
す
べ
て
の
境
界
杭

　

を
測
量
し
ま
す
。

※
調
査
の
概
要
は
以
上
で
す
が
、

　

詳
し
く
は
土
地
所
有
者
の
方

　

に
個
別
に
ご
連
絡
し
ま
す
。

　

総
務
省
統
計
局
で
は
、
都
道
府
県

・
市
町
村
を
通
じ
て
「
経
済
セ
ン
サ

ス
―
基
礎
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
で
は
、
２
０
１
９
年
６

月
か
ら
２
０
２
０
年
３
月
ま
で
の
間

に
、
調
査
員
が
全
国
す
べ
て
の
事
務

所
の
活
動
状
態
を
実
地
に
確
認
し
、

新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
な
ど
一
部

の
事
業
所
に
は
調
査
票
を
配
布
す
る

こ
と
に
よ
り
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

調
査
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

■ 

経
済
セ
ン
サ
ス
―
基
礎
調
査
を
実
施
し
ま
す

【
問
い
合
わ
せ
】

総
務
省
統
計
局
（
経
済
セ
ン
サ
ス
―

基
礎
調
査
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

☎
０
１
２
０

－

２
０
２

－

０
９
５

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

企
画
政
策
課
情
報
係
係

☎
85

－

６
１
２
１

大切な土地を守る 地籍調査
 ―今年度の調査範囲は萩野地区です―

【問い合わせ】建設水道課用地係　☎ 85-6139

　
　
　
　
　
　

地
籍
調
査
は
土    

　
　
　
　
　
　

地
の
現
況
を
調

査
す
る
も
の
で
、
一
筆
ご
と
の

土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
者
、

地
番
及
び
地
目
の
調
査
並
び
に

境
界
の
測
量
及
び
面
積
の
測
定

を
行
い
、
地
図
（
地
籍
図
）
及

び
簿
冊
（
地
籍
簿
）
を
作
成
す

る
も
の
で
す
。

　

こ
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
、

土
地
の
表
示
に
関
す
る
登
記
が

書
き
替
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

字
限
図
に
替
わ
っ
て
地
籍
図
が

登
記
所
の
備
え
付
け
の
地
図
と

し
て
保
存
さ
れ
ま
す
。（
※
所
有

地
籍
調
査

調
査
方
法

　

工
業
統
計
調
査
は
、
従
業
者
４
人

以
上
の
全
て
の
製
造
事
業
所
を
対
象

に
、
６
月
１
日
時
点
で
実
施
し
ま
す
。

　

同
調
査
は
、
我
が
国
に
お
け
る
工

業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
政
府
の
重
要
な
調
査
で
、

統
計
法
に
基
づ
く
報
告
義
務
の
あ
る

基
幹
統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
の
結
果
は
、
中
小
企
業
施
策

や
地
域
振
興
な
ど
、
国
及
び
地
域
行

政
施
策
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て

利
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
票
に
ご
記
入
い
た
だ

い
た
内
容
は
、
統
計
作
成
の
目
的
以

外
（
税
の
資
料
な
ど
）
に
使
用
す
る

こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

調
査
の
趣
旨
・
必
要
性
を
ご
理
解

い
た
だ
き
、
ご
回
答
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

総
務
省
・
経
済
産
業
省
（
工
業
統
計

調
査
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

☎
０
１
２
０

－

８
０
５

－

０
７
１

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

企
画
政
策
課
情
報
係

☎
85

－

６
１
２
１

■ 
２
０
１
９
年
工
業
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す

　 広報しらたか   2019. ５19

町からのお知らせ



 ● 助成金額

　助成候補者の認定を受けた年度以降に奨学金の
貸与を受けた月数に２万６千円を乗じた額を上限
に支援します。

　　　   26,000円×48カ月＝1,248,000円
　　　   を上限に支援します。

※白鷹町以外に移住した場合は、助成金額が1/2
　に減額となります。

 ● 応募について

　下記の必要書類を、大学卒業後に居住予定の市
町村へ持参、または郵送により提出してください。

▽  必要書類　　
❶山形県若者定着奨学金返還支援事業助成候補者
　認定申請書【市町村連携枠】
❷成績証明書（在学中の大学等の成績証明書）
❸家計支持者の所得に関する証明書（平成29年
　度分の源泉徴収票、取得可能な直近年の所得証
　明書の写し）
❹予約採用決定通知書、奨学金貸与証明書または
　奨学生
※書類は、それぞれ２部（原本及びその写し）提
　出してください。

▽  募集期間　
　５月20日（月）～６月21日（金）
　※郵送の場合は必着
【申請先・問い合わせ】
商工観光課商工振興係　☎87-0696

山形県若者定着奨学金返還支援事業
「助成対象者」を募集します

 ● 募集対象者【次の各号に全て該当する方】

❶白鷹町内に居住し、山形県内の高等学校、特別
　支援学校高等部、専修学校高等課程を今年度に
　卒業見込みの方、または卒業した方
❷山形県内外の大学、大学院修士課程（博士課程
　前期）、高等専門学校（第４学年以上）、短期大
　学または専修学校専門課程（以下「大学等」と
　いう。）に来年度進学予定、または在学する方
※高等専門学校の在学者の場合は、①の要件は山
　形県内の中学校または特別支援学校中等部を卒
　業した方を含む。
❸日本学生支援機構の第一種奨学金（無利子）及
　び第二種奨学金（有利子）の貸付を希望する方
　または貸与を受けている方
❹大学等を卒業後６カ月以内に、山形県内に居住
　かつ就業し、その後３年間継続する見込みの方
❺次の対象産業分野への就業を希望する方。ただ
　し、公務員は対象外です。
　⑴商工分野　⑵農林水産分野　⑶建設分野　
　⑷医療・福祉分野（医師、看護師、介護福祉士、
　　保育士を除く）

 ● 募集人数：４名

　書類審査により認定し、文書で通知します。な
お、募集人数を上回る応募があった場合、書類審
査等により選考します。
※募集人数を上回る応募があった場合には、助成
　対象者に認定されない場合があります。

１大
学
等
卒
業

日本学生
支援機構

３２

３

事業のしくみ
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